
岩倉市家庭的保育事業等の認可及び実施に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）、児童福

祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「省令」という。）及

び岩倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年岩倉市条例第３１号。以下「条例」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（認可の申請等） 

第２条 法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等（以下「家庭的保

育事業等」という。）の認可（法第３４条の１５第２項に規定する認可を

いう。以下同じ。）を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

家庭的保育事業等を開始しようとする日の６月前までに、岩倉市家庭的

保育事業等認可事前協議書（様式第１。以下「事前協議書」という。）及

び事業計画書（様式第２）に省令第３６条の３６第１項に規定する事項

を記載した書類及び同条第２項に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、事前協議書を受理したときは、事前計画書その他の提出され

た書類（以下「事業計画書等」という。）の内容を審査し、事業計画等を

承認するときは、岩倉市家庭的保育事業等認可内示書（様式第３。以下

「内示書」という。）により申請者に通知するものとする。この場合にお

いて、市長は、家庭的保育事業等の施設（以下「保育施設」という。）の

設備、運営面等に必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、事業計画等を承認しないときは、理由を付して岩倉市家庭的

保育事業等事前協議不承認書（様式第４）により申請者に通知するもの

とする。 

４ 内示書の交付を受けた申請者（以下「内定者」という。）が事前協議書

の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、岩倉市家庭的保育事業

等認可事前協議内容変更申請書（様式第５）を市長に提出し、市長の承

認を得なければならない。 

（認可） 

第３条 内定者は、保育施設を整備し、開設準備が完了したときは、岩倉



市家庭的保育事業等開設準備完了届（様式第６。以下「完了届」という。）

を、市長が指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 市長は、完了届を受理したときは、完了届の内容及び保育施設を検査

し、法、条例及び前条第２項に規定する承認した事業計画等（同項後段

の規定により条件を付した場合は、その条件を含む。）に適合しているこ

とを確認したときは岩倉市家庭的保育事業等の認可をし、岩倉市家庭的

保育事業等認可証（様式第７）を内定者に交付するものとし、適合して

いないと認めるときは理由を付して岩倉市家庭的保育事業等不認可通知

書（様式第８）により、内定者に通知するものとする。 

（内容等の変更） 

第４条 前条第２項の認可を受けた者（以下「実施事業者」という。）は家

庭的保育事業等の内容等を変更する場合は、岩倉市家庭的保育事業等内

容等変更申請書（様式第９。以下「変更申請書」という。）を変更しよう

とする日の２月前までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認

めたときは、岩倉市家庭的保育事業等内容等変更承認書（様式第１０）

により、当該実施事業者に通知するものとする。 

（休止又は廃止） 

第５条 実施事業者は、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする場

合は、休止又は廃止しようとする日の６月前までに、省令第３６条の３

７第１項に規定する事項について市長と協議しなければならない。 

２ 実施事業者は、前項の規定による協議が整ったときは、家庭的保育事

業等を休止又は廃止しようとする日の２月前までに、岩倉市家庭的保育

事業等休止・廃止届（様式第１１）を市長に提出しなければならない。 

（認可の取消） 

第６条 市長は、前条第２項の規定による届出を受理したとき又は実施事

業者の認可を継続することが不適当と認めるときは、当該認可を取り消

し、岩倉市家庭的保育事業等認可取消通知書（様式第１２）により当該

実施事業者に通知するものとする。 

（連携施設） 

第７条 実施事業者（法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事

業を行う者を除く。以下この条において同じ。）は、条例第６条に規定す

る連携施設（以下「連携施設」という。）を確保し、次の各号に掲げる支



援の区分に応じ、当該各号に定める支援を依頼することができる。 

(1) 食事の提供に関する支援 保育施設を利用する児童（以下「利用児

童」という。）に提供する食事の献立の作成、調理及び搬入等の支援 

(2) 嘱託医による健康診断等に関する支援 利用児童の健康診断又は健

康管理に関する嘱託医に対する相談等の支援 

(3) 屋外遊戯場の利用に関する支援 利用児童に対し、定期的に屋外遊

戯場を解放する等の利用児童のうち満２歳の児童を中心とした屋外

遊戯場の利用に関する支援 

(4) 合同保育及び行事への参加に関する支援 利用児童に対し、定期的

に連携施設を開放し、連携施設の入所児童との交流及び集団行動を通

じた児童同士の関係作り、運動会、誕生会等の行事に参加する等の合

同保育及び行事への参加に関する支援 

(5) 後方支援 乳幼児の保育に関する相談、指導等の支援及び保育士等

の急病、研修受講時等の代替要員の派遣又は合同保育の実施による受

入れ等の支援 

(6) 卒園後の受入れ支援 利用児童が保育施設を卒園した後の受入れの

支援（連携施設への入所の調整に当たっては、利用児童の入所の希望

状況を踏まえ、市と連携施設の間で十分に調整を行うものとする。） 

２ 実施事業者は、実施事業者と異なる事業者が運営する保育所、幼稚園

又は認定こども園を連携施設として設定し、前項第１号、第２号及び第

６号の支援を受ける場合にあって、具体的な業務の内容を明確にした協

定書等（契約書、覚書等）を締結し、その写しを、前項第３号から第５

号までの支援を受ける場合にあっては具体的な業務の内容を明確にした

書面の写しを完了届に添付しなければならない。 

３ 実施事業者は、自らが運営する保育所、幼稚園又は認定こども園を連

携施設として設定した場合は、第１項各号の支援に関する具体的な内容

を明確にした書面の写しを完了届に添付しなければならない。 

（研修の実施等） 

第８条 実施事業者は、条例第２３条第２項第１号に規定する市長が行う

研修に職員が参加できる機会を与えるとともに、当該研修を修了したと

きは、速やかに当該研修の修了証の写しを市長に提出しなければならな

い。 

（報告） 



第９条 市長は、保育施設の設置者又は管理者に対し、少なくとも毎年１

回、当該施設の運営状況等必要な事項について報告を求めるものとする。 

（立入検査の実施） 

第１０条 市長は、職員により毎年１回定期的に保育施設に立入り、当該

施設の設備又は運営について必要な調査を行わせるものとする。 

２ 前項の調査は、職員２人以上で行うものとし、必要に応じて専門的知

識の有する者を加えるものとする。 

（休日） 

第１１条 保育施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必

要と認める場合は、これを変更することができる。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除

く。） 

(4) その他市長が必要と認める日 

（保育時間） 

第１２条 保育施設における保育時間は、１日８時間を原則とする。ただ

し、市長が必要と認めた場合は、保育時間を延長又は短縮することがで

きる。 

（賠償責任保険） 

第１３条 実施事業者は、事故等の発生による補償を円滑に行うことがで

きるよう、賠償責任保険の加入に努めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年９月１日から施行する。 

 


